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熊本市農業委員会総会議事録 

 

日時 令和 4 年 11 月 8 日（火）午後 3 時 00分  

場所 熊本市中央区手取本町１番１号 熊本市役所議会棟２階予算決算委員会室 

 

農業委員２４名 

 1 番 谷口 憲治     2番 小佐井 亮祐     3 番 西田 廣行 

4番 上田 定信        5 番 木村 憲正          6 番 田中 敏郎 

7番 林田 智博      8 番 杉本 守        9番 田上 正富 

10番 東  哲治    11 番 牧野 正治       12番 網田  稔 

13番 三原 勉     14 番 木下 三智也     15 番 赤木 英雄 

16番 福𠩤 幸一    17 番 眞鍋 宣孝      18 番 田上 泰則 

19番  磯田 修一     20 番  宮本 淳一      21番  堀   恭子 

22番  西冨 大二郎   23 番 福嶋 德行         24番 徳永 芳也 

 

 欠席委員（上記２４名中３名が欠席） 

 ７番 林田 智博   １４番 木下 三智也   １９番 磯田 修一 

 

午後３時００分 開会 

 

事務局     それでは、定刻になりましたので、ただ今から熊本市農業委員会総

会を開会いたします。 

        本日の農業委員会総会の出席は、農業委員総数２４名中、２１名の

出席でございますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の

規定に基づき、総会は成立しております。 

        なお、天明地区については、委員２名とも欠席でございますので、

協議状況の報告のため、馬原推進委員に出席いただいております。よ

ろしくお願いします。 

それでは、会長ご挨拶をお願いいたします。 

 

会  長    皆さんこんにちは。 

        本日は、ご多用中の中、農業委員会総会にご出席いただき、誠にあ

りがとうございます。 

        １１月になりまして、朝晩は寒く感じる日が多くなってまいりまし

た。日中は暖かく、一日の温度差が大きくなりますので、体調を崩し

やすい時期でございます。委員の皆様にはくれぐれも体調管理に十分

気を付けていただきますようお願いいたします。 
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        それでは、本日の総会は農地法に基づく許可申請や、農地利用集積

計画が主な議案となっております。 

        総会の審議がスムーズに進行できますよう、皆様のご協力をお願い

申し上げ、ご挨拶といたします。 

 

事務局     ありがとうございました。総会は、熊本市農業委員会総会会議規則

第４条に基づき、会長が議長になり、議事の進行を行うこととなって

おります。 

       それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    それでは議事に入りますが、議事に入るにあたり、総会次第３の議

事録署名者、及び総会書記を指名いたします。 

        本日の議事録署名者には１７番の眞鍋宣孝委員と１８番の田上泰則

委員を、書記に事務局の神山聡主任主事を指名いたします。よろしく

お願いいたします。 

        本日の議事は第１号議案農地法第３条の規定に基づく許可申請から、

第７号議案引き続き農業経営を行っている旨の証明願いの７件でご

ざいます。 

        初めに、第１号議案、農地法第３条の規定に基づく許可申請２１件

でございます。地元委員のご報告にあたりましては、農地法第３条第

２項の判断基準により、地区委員会での協議状況のご報告をお願いい

たします。 

        それでは、１番、お願いいたします。 

 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、経営拡張のための所有権移転に伴う申請です。申請地には

麦を作付される予定とのことです。 

        以上１件、農地法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、

申請は妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしく

お願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 
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一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ２番から９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたし

ます。 

        ２番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲及

び露地野菜を作付されている農家で、申請地には露地野菜を作付され

る計画です。 

        ３番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲及

び露地野菜を作付されている農家で、申請地には露地野菜を作付され

る計画です。 

        ４番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲及

び露地野菜を作付されている農家で、申請地には露地野菜を作付され

る計画です。 

        ５番は、競売の結果報告です。 

        ６番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲を

作付されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        ７番と８番は関連で、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受

人は、水稲及び露地野菜を作付されている兼業農家で、申請地には露

地野菜を作付される計画です。 

        ９番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲及

び露地野菜を作付されている農家で、申請地には水稲を作付される計

画です。 

        以上８件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番から９番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 
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        次は、１０番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        １０番から１３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １０番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を作付さ

れる計画です。 

        １１番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲を栽培されている農家で、申請地には水稲を作付される計画です。 

        １２番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、露地野菜を栽培されている兼業農家で、申請地には水稲を作付さ

れる計画です。 

        １３番は、経営拡張のための所有権移転の申請です。譲受人は、水

稲、露地野菜を栽培されている農家で、申請地にはネギを作付される

計画です。 

        以上４件、先日の地区委員会で検討した結果、農地法第３条第２項

各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であるとの協議結果

でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１０番から１３番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１４番。 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        １４番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        １４番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、

大豆、露地野菜を作付されており、許可後は大豆、露地野菜を作付さ

れる計画です。 

        以上１件について、先日の地区委員会において検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ
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るとの協議結果です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１４番について地元委員よりご報告がございましたが、こ

の件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１５番。 

 

３番 西田廣行委員 

        ３番委員、西田です。 

        １５番から１７番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １５番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲

を作付されており、許可後は水稲を作付される計画です。 

        １６番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、

露地野菜を作付されており、許可後は露地野菜を作付される計画です。 

        １７番は、経営拡張による所有権移転の申請です。譲受人は、水稲、

大豆、露地野菜を作付されており、許可後は露地野菜を作付される計

画です。 

        以上３件について、先日の地区委員会において検討した結果、農地

法第３条第２項各号の不許可要件に該当しておらず、申請は妥当であ

るとの協議結果です。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１５番から１７番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１８番。 

 

 

２番 小佐井亮祐委員 

        ２番委員、小佐井です。 

        １８番、１９番について、地区委員会での協議状況をご報告いたし
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ます。 

        １８番は、所有権を移転し、子へ贈与される申請です。譲受人は、

水稲、タマネギ、キャベツなどを栽培される専業農家で、申請地には、

引き続き水稲を作付される予定です。 

        先日の地区委員会におきましては、農地法第３条第２項各号の不許

可要件に該当しておらず、何ら問題ないとの協議結果となっておりま

す。 

        次に、１９番ですが、この件につきましては、前回の総会で継続審

議となった案件です。継続審議の理由といたしましては、申請地が農

地以外の目的で利用されていることから、地区委員会で許可できない

と判断いたしましたが、許可しない理由については、農地法第３条第

２項の規定に基づき、正当な理由とするため、市の法制部局などとも

協議のうえ、決定する必要があると判断したためです。 

        先日の地区委員会におきまして、当該協議結果などを参考に検討し

た結果、申請のあった土地が農地以外の目的、具体的には、既に宅地

の一部として利用されている状況であることから、農地法第３条第２

項の許可できない場合のうち、同項第１号の権利を取得しようとする

者が、取得後において耕作に供すべき農地の全てを効率的に利用して

耕作を行うと認められない場合に該当するものとして、本申請につい

ては、不許可とすることが妥当であるとの協議結果でございました。 

        以上２件、ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１８番と１９番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、１８番については申請どおり許可すること

に決定し、１９番については不許可とすることに決定いたします。 

        次は、２０番。 

 

１１番 牧野正治委員 

        １１番委員、牧野です。 

        ２０番、２１番について、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ２０番は、経営拡張のための所有権移転の申請であります。譲受人

は、水稲、スイカ、ナスを栽培される専業農家で、許可後は水稲を作付
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される予定であります。 

        ２１番につきましても、経営拡張のための所有権移転の申請であり

ます。譲受人は、養豚業のほか、水稲、アスパラガスなどを栽培される

農地所有適格法人で、許可後、申請地には水稲を作付される予定であ

ります。農地所有適格法人としての要件を満たしており、問題はあり

ません。 

        以上２件、先日の地区委員会において検討した結果、いずれの申請

も農地法第３条第２項の各号の不許可要件に該当しておらず、何ら問

題ないとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長    ただいま２０番から２１番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第２号議案、農地法第４条の規定に基づく許可申請１

０件でございます。地元委員のご報告にあたりましては、転用許可基

準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        １番は、個人住宅及び道路への転用許可申請です。農地区分は、農

業公共投資の対象となっていない１０ｈａ未満の広がりのない生産性

の低い第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、代替地

も検討されましたが、ほかに適地がなく、申請地を選定されたとのこ

とです。 

        土地利用計画は、総転用面積６８７㎡に個人住宅１棟と道路を整備

する計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。工事期間

は令和５年７月３１日までの予定で、許可後、速やかに着手されるこ

とを確認いたしております。開発許可が必要となりますが、集落内開

発制度指定区域内で、開発指導課へ事前審査申出回答済みとのことで

す。資力、信用等、転用行為の確実性が認められ、また、周辺農地への
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営農条件に支障を生じるおそれはないものと判断されます。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協

議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ２番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        ２番は、駐車場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未満

の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。土

地選定にあたっては、周辺地で代替地の検討もされましたが、ほかに

適当な土地がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用状況は、転用面積１９１㎡を駐車場６台分として利用され

るもので、転用面積としては適正な面積と判断いたします。給排水計

画、隣接農地への被害防除については問題ありません。なお、農地の

一部は既に駐車場として使用されており、無断で農地を転用していた

ことに対する顛末書が提出されております。工事期間は令和４年１２

月１０日から令和５年３月３１日までを予定されており、許可後は速

やかに着手されることを確認いたしております。 

        以上１件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今

回の申請が妥当なものと判断いたします。ご審議方、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま２番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、３番。 

 

８番 杉本守委員 

        ８番委員、杉本です。 

        ３番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ３番は、農家住宅及び農業倉庫への転用許可申請です。農地区分は、

１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断

されます。 

        土地利用計画は、転用面積２４８㎡で、宅地部分を含め総事業面積

９３５．５１㎡に農家住宅並びに農業倉庫を設置される計画で、転用

面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣

接農地への被害防除とも問題ありません。 

        申請地には昭和４０年頃に建物が建てられており、土地を確認した

ところ、農地が含まれていることが判明し、今回の申請に至ったもの

です。知らないこととはいえ、今後このようなことが無いようにする

旨の始末書が添付されております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査確認を行い検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま３番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、４番。 

 

１８番 田上泰則委員 

        １８番委員、田上です。 

        ４番、５番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ４番は、貸駐車場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未

満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに

適当な土地がなかったため、申請地を選定されております。 
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        土地利用計画は、転用面積２３４㎡に駐車場７台分の貸駐車場の計

画で、転用面積としては適正なものと判断されます。排水計画、隣接

農地への被害防除については問題ありません。ただ、申請地は既に貸

駐車場として利用されており、今後このようなことがないようにする

旨の始末書が提出されております。 

        ５番は、貸駐車場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ未

満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに

適当な土地がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積６２８㎡に普通車両１６台分の貸駐車場

の計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。ただ、申請地は既

に貸駐車場として利用されており、今後このようなことがないように

する旨の始末書が提出されております。 

        以上２件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今

回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお願

いいたします。 

 

議  長    ただいま４番、５番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定します。 

        次は、６番。 

 

天明地区推進委員 

        天明地区推進委員の馬原です。 

        ６番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ６番は、貸資材置場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ

以上の広がりのある一団の農地の区域内にある第１種農地と判断され

ます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は、不許可の例外

規定の集落に接続して設置されるものに該当すると判断しました。ま

た、申請人は、申請地周辺の集落に居住しており、貸資材置場として

農地転用するため、「申請に係る土地周辺の地域において居住する者の

日常生活上または業務上必要な施設」であると判断しました。土地選
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定にあたっては、周辺での代替地の検討もされましたが、ほかに適当

な土地がなかったため、申請地を選定されております。なお、申請地

は以前より資材置場として利用されており、無断で転用していたこと

に対し、深く反省している旨の始末書が提出されております。 

        土地利用計画は、申請人が土地を整地のうえ、建設業を営む法人へ

貸出し、単管パイプなどの足場材を保管する資材置場として使用され

る計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、

排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。工事期

間は令和５年３月３０日までを予定されており、許可後、速やかに工

事に着手されることを確認いたしております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま６番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、７番。 

 

３番 西田廣行委員 

        ３番委員、西田です。 

        ７番、８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたしま

す。 

        ７番は、倉庫及び通路への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈ

ａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断され、

代替地については、周辺で農地以外の土地も含め代替地を検討されま

したが、ほかに条件に合う土地がなかったため、申請地を選定されて

おります。 

        土地利用計画は、申請地に倉庫１棟及び通路を整備する計画で、妥

当な面積と判断されます。排水計画、隣接農地への被害防除とも問題

ありません。なお、申請地は既に整備されており、今後は農地法を遵

守する旨の始末書の添付がされております。 

        ８番は、貸資材置場への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ
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未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地と判断され、代

替地については、周辺で農地以外の土地も含め代替地を検討されまし

たが、ほかに条件に合う土地がなかったため、申請地を選定されてお

ります。 

        土地利用計画は、申請地にコンクリートミキサー車、トラック駐車

スペース、山砂、砂利等の一時保管スペース等を整備し、貸付ける計

画で、妥当な面積と判断されます。資金計画、排水計画、隣接農地への

被害防除とも問題ありません。工事期間は令和５年５月３１日までの

予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上２件、先日の地区委員会での現地調査確認を行い検討したとこ

ろ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしている

との協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま７番、８番について地元委員よりご報告がございましたが、

この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、９番。 

 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ９番、１０番について、地区委員会での協議状況をご報告いたしま

す。 

        ９番は、貸駐車場へ転用する申請です。農地区分は、農業公共投資

の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判

断されます。土地の選定にあたっては、代替地の検討もされましたが、

ほかに条件に合う土地がなく、申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地５１０㎡を近隣事業所の従業員用９台分の

駐車場として利用する計画です。面積がやや広く思えますが、隣接地

との高低差による法面部分や進入口スロープが必要なため、利用可能

な面積が減少することから、転用面積は適正なものと判断いたしまし

た。資金計画、排水計画等に問題はなく、事業内容、周囲の状況から、

周辺農地への影響もないものと思われます。工事は令和４年１２月３

１日完了予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しておりま

す。 
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        １０番は、貸資材置場へ転用する申請です。農地区分は、１０ｈａ

以上の一団の農地の区域内にある第１種農地と判断されますが、今回

の申請が、周辺に居住する者の業務上必要な施設で、集落に接続して

設置されるものであることから、不許可の例外に該当するものと判断

いたします。土地の選定にあたっては、周辺で代替地を検討されまし

たが、ほかに適当な土地がなく、申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１６０㎡を貸資材置場として整備し、その

後は、娘夫婦が農業用資材置場として利用する計画であり、転用面積

は適正なものと判断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、

周辺農地への影響もないものと思われます。工事は令和４年１２月３

１日完了予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しておりま

す。 

        以上２件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、立地基準、一般基準、いずれも許可基準を満たしており、申請は

妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま９番、１０番について地元委員よりご報告がございました

が、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第３号議案、農地法第５条の規定に基づく許可申請２

３件でございます。地元委員のご報告にあたりましては、転用許可基

準に照らし、地区委員会での協議状況のご報告をお願いいたします。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

２２番 西冨大二郎委員 

        ２２番委員、西冨です。 

        １番つきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたしま

す。 

        １番は、建築工事業を営む法人が所有権移転による建売り住宅及び

公衆用道路への転用許可申請です。農地区分は、農業公共投資の対象

となっていない１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い第２種農地

と判断されます。土地の選定にあたっては代替地の検討もされました

が、ほかに適地がなく、申請地を選定されております。 
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        土地利用計画は、申請地８４７㎡と隣接する農地以外の土地、合わ

せて１，４８４．３９㎡に建売り住宅６棟と公衆用道路を整備される

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。工事期間は令

和５年１２月２０日までの予定で、許可後は速やかに着手されること

を確認いたしております。開発許可集落内開発制度指定区域内で、開

発指導課の事前審査申出回答済みとのことです。資力信用等、転用行

為の確実性が認められ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じるお

それはないものと判断されます。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの協

議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、２番。 

 

１７番 眞鍋宣孝委員 

        １７番委員、眞鍋です。 

        ２番につきまして、先日の地区委員会での協議状況をご報告いたし

ます。 

        ２番は、石油販売業を営む法人が賃貸借権の設定によるガソリンス

タンドへの転用許可申請です。農地区分は、市街化の傾向が著しい区

域内の農地で、上下水管２種が開設されている沿道の区域内で、申請

地からおおむね５００ｍ以内に２つの教育施設がある第３種農地と判

断されます。 

        土地利用計画は、転用面積２，０２７㎡に管理棟１棟、計量機５台、

地下タンク、構内道路及び緑地等を設置する計画で、転用面積として

は妥当なものと判断されます。工事期間は令和５年３月３０日までの

予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課

の事前審査中とのことです。資力信用等、転用行為に確実性が認めら

れ、また、周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれはないものと判

断されます。 
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        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したところ、立

地基準の面、一般基準の面、ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま２番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続いて、３番。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        ３番から７番までにつきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        ３番は、薬剤師である個人が賃借権設定による調剤薬局への転用許

可申請です。農地区分は市街化の傾向が著しい区域で、上下水道管２

管の通った沿道の区域で、半径５００㎡以内に医療施設２軒がある第

３種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、総転用面積４５７㎡に調剤薬局１棟を設置される

計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課との開発行為

事前審査協議中とのことです。工事期間は令和４年１２月１日から令

和５年１２月２０日までを予定されており、許可後は速やかに着手さ

れることを確認いたしております。 

        ４番は、医師である個人が賃借権設定によるクリニックへの転用許

可申請です。農地区分は市街化の傾向が著しい区域で、上下水道管の

２管の通った沿道の区域で、半径５００㎡以内に医療施設２軒がある

第３種農地と判断されます。 

        土地利用計画は、総転用面積７０４㎡にクリニック１棟を設置され

る計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課との開発行為

事前審査協議中とのことです。工事期間は令和４年１２月１日から令

和５年１２月２０日までを予定されており、許可後は速やかに着手さ
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れることを確認いたしております。 

        ５番は、使用貸借権設定による個人住宅への転用許可申請です。農

地区分は、１０ｈａ以上の広がりのある一団の農地の区域内にある第

１種農地と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申

請は、不許可の例外規定の集落に接続して設置するものに該当すると

判断いたしました。土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もさ

れましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地に選定されて

おります。 

        土地利用計画は、総転用面積２７９㎡に木造２階建て１棟の計画で、

転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、給排水計画、

隣接農地への被害防除については問題ありません。開発許可が必要と

なりますが、集落内開発制度指定区域内で、開発指導課との開発行為

事前審査協議中とのことです。工事期間は令和４年１１月１１日から

令和５年６月３０日までを予定されており、許可後は速やかに着手さ

れることを確認いたしております。 

        ６番と７番は関連で、所有権移転による漁業者住宅建設とそれに伴

って生じる後退部分の道路への転用許可申請です。農地区分は、１０

ｈａ以上の広がりのある一団の農地区域内にある第１種農地と判断さ

れます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は不許可の例外

規定の集落に接続して設置するものに該当すると判断いたしました。

土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされましたが、ほかに

適当な土地がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用面積５２０㎡に木造２階建て住宅１棟及び道

路を設置される計画で、転用面積としては適正なものと判断されます。

資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありま

せん。工事期間は令和４年１２月１日から令和５年１０月１日までを

予定されており、許可後は速やかに着手されることを確認いたしてお

ります。 

        以上５件、先の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一般

基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、今

回の申請は妥当なものだと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま３番から７番について地元委員よりご報告がございまし

たが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、８番。 

 

天明地区推進委員 

        天明地区推進委員の馬原です。 

        ８番につきまして、地区委員会での協議状況を報告いたします。 

        ８番は、所有権移転による資材置場への転用許可申請です。農地区

分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農地

と判断されます。土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もされ

ましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定されてお

ります。なお、申請地は以前より宅地の一部として利用されており、

無断で転用していたことに対し、深く反省している旨の顛末書が提出

されております。 

        土地利用計画は、他地目含む総事業面積２１１．３４㎡、転用面積

１３㎡に申請人が経営する建設業の資材置場を整備される計画で、転

用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、排水計画、隣

接農地への被害防除については問題ありません。工事期間は令和４年

１２月２０日までを予定されており、許可後、速やかに工事に着手さ

れることを確認いたしております。 

        以上１件、先日の地区委員会で現地調査を行い、立地基準の面、一

般基準の面を協議検討した結果、いずれも許可基準を満たしており、

今回の申請は妥当なものと判断いたしました。ご審議方、よろしくお

願いいたします。 

 

議  長    ただいま８番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、９番。 

 

 

５番 木村憲正委員 

        ５番委員、木村です。 

        ９番から１５番までにつきまして、地区委員会での協議状況を報告
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いたします。 

        ９番は、所有権移転による選果場への転用許可申請です。この案件

につきましては、農業用選果施設としての土地利用計画及び事業計画

について不明確なところがあることから、前々回の総会及び前回の総

会において継続審議となっていたものです。そのため、地区委員会に

おいて事業計画書の再提出を求めていたところですが、事業計画書の

提出があったことから、地区委員会で検討しました。 

        農地区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の区域内にある第１種農地

と判断されます。第１種農地は原則不許可ですが、今回の申請は、不

許可の例外規定の農業用施設の用に供するために行うものに該当する

と判断されました。土地選定にあたっては、周辺で代替地の検討もさ

れましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選定いたし

ております。 

        土地利用計画は、転用面積２，３１５㎡に農業用選果場の計画で、

転用面積としては適正なものと判断されます。資金計画、排水計画、

隣接農地の被害防除については問題ありません。工事期間は令和５年

１月３１日までを予定されており、許可後は速やかに着手されるもの

と確認しております。 

        １０番から１５番は関連で、不動産業を営む法人が所有権移転し、

資材置場を整備する転用許可申請です。農地区分は、おおむね１０ｈ

ａ未満の広がりのない生産性が低い農地で、第２種農地と判断されま

す。土地選定にあたっては、周辺で農地以外の土地も含めて代替地の

検討もされましたが、ほかに適当な土地がなかったため、申請地を選

定されております。 

        土地利用計画は、総転用面積１，６４０㎡にコンクリート製品置場、

足場機材置場、木材置場、型枠置場として整備する計画で、転用面積

としては妥当なものと判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農

地への被害防除等については問題ありません。工事期間は令和５年３

月３１日までの予定で、許可後は速やかに着手されることを確認いた

しております。 

        以上６件について、先日の地区委員会で現地調査を行い検討したと

ころ、立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしてい

るとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長    ただいま９番から１５番までについて地元委員よりご報告がござい

ましたが、この件について何かご意見ございませんか。 
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一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        次は、１６番。 

 

３番 西田廣行委員 

        ３番委員、西田です。 

        １６番から１９番につきまして、地区委員会での協議状況を報告い

たします。 

        １６番は、食肉加工販売などを営む法人が所有権移転し、工場を建

設する転用申請です。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産

性の低い農地で、第２種農地と判断され、代替地については、周辺で

農地以外の土地も含め代替地も検討されましたが、ほかに条件に合う

土地がなかったため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、転用者は近年、申請地近くに工場を整備したが、

カット肉等の需要拡大により、さらに事業拡大が必要となったため、

申請地に食品加工工場１棟、建築面積１，７５８㎡及び積載スペース

等を整備される計画です。妥当な面積と判断されます。資金計画、給

排水計画、隣接農地への被害防除等も問題ありません。なお、今回の

申請は、都市計画法第３４条７の既存工場と密接な関連を有する事業

の用に供する建築物などに該当し、開発許可が必要となりますが、開

発指導課へ協議中とのことです。工事期間は令和５年８月３１日まで

の予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        １７番は、不動産を営む法人が所有権移転し、建築条件付売買予定

地への転用許可申請です。農地区分は、１０ｈａ以上の一団の農地の

区域内にある第１種農地と判断されます。１種農地は原則不許可です

が、集落に接続して設置するものに該当し、不許可の例外規定に該当

するものと判断されます。代替地については、周辺で農地以外の土地

も含め代替の検討をされましたが、ほかに条件に合う土地がなかった

ため、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に建築条件付売買予定地９区画を整備され

る計画で、転用面積としては妥当なものと判断されます。資金計画、

給排水計画、隣接農地への被害防除については問題ありません。開発

許可が必要となりますが、集落内開発制度指定区域内で、事前審査回

答書の添付がされております。工事期間は令和５年５月３０日までの

予定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        １８番は、所有権移転による個人住宅への転用許可申請です。農地
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区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、第２種農

地と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も含め代替

地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったため、申請

地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に個人住宅１棟を建築される計画で、妥当

な面積と判断されます。資金計画、給排水計画、隣接農地への被害防

除等も問題ありません。開発許可が必要となりますが、集落内開発制

度指定区域内で、開発指導課へ申請中とのことです。工事期間は令和

５年１月３１日までの予定で、許可後、速やかに着手されることを確

認しております。 

        １９番は、個人が所有権移転し、太陽光発電設備へ転用する申請で

す。農地区分は、１０ｈａ未満の広がりのない生産性の低い農地で、

第２種農地と判断され、代替地については、周辺で農地以外の土地も

含め代替地を検討されましたが、ほかに条件に合う土地がなかったた

め、申請地を選定されております。 

        土地利用計画は、申請地に太陽光パネル１４８枚、発電容量４９．

５ｋｗを設置される計画で、転用面積は適正なものと判断いたします。

資金計画、排水計画、電力会社との接続に関する必要書類、隣接農地

への被害防除とも問題ありません。工事は令和５年２月２８日完了予

定で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。 

        以上４件、先日の地区委員会で現地調査確認を行い検討したところ、

立地基準の面、一般基準の面ともに転用許可基準を満たしているとの

協議結果でございます。ご審議方、よろしくお願いいたします。 

 

議  長    ただいま１６番から１９番までについて地元委員よりご報告がござ

いましたが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        なお、１６番については、総転用面積が３，０００㎡を超えますの

で、申請どおり許可相当として、農業会議へ意見を聴取することとい

たします。 

        次は、２０番。 

４番 上田定信委員 

        ４番委員、上田でございます。 

        ２０番から２３番について、地区委員会での協議状況を報告いたし
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ます。 

        ２０番は、太陽光発電事業等を営む法人が地上権を設定し、太陽光

発電設備へ転用する申請です。農地区分は、農業公共投資の対象とな

っていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農地と判断されます。

土地の選定にあたっては、周辺で農地以外の土地で代替地の検討もさ

れましたが、日照、事業規模などほかに条件に合う土地がなく、申請

地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１，４００㎡に太陽光パネル４００枚、発

電容量４９．５ｋｗを設置される計画で、転用面積は適正なものと判

断いたします。資金計画、排水計画等に問題はなく、事業内容、周囲の

状況から、周辺農地への影響もないものと思われます。工事は令和５

年１１月３０日開業予定で、許可後、速やかに着手されることを確認

しております。 

        ２１番は、使用貸借権を設定し、個人住宅へ転用する申請です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い

農地で、第２種農地と判断されます。土地の選定にあたっては、代替

地として、周辺で農地以外の土地なども検討されましたが、ほかに適

当な土地がなく、実家の隣接地でもある申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地２４８㎡と隣接する農地以外の土地、合わ

せて４９２．０６㎡に木造平屋建て住宅１棟を建築される計画で、転

用面積は適正なものと判断いたします。資金計画、給排水計画等に問

題はなく、周囲の状況から、周辺農地への影響もないものと思われま

す。開発許可が必要になりますが、事前審査の回答済みで許可の見込

みもあるものと判断いたします。工事は令和５年５月３１日完了予定

で、許可後、速やかに着手されることを確認しております。なお、一部

は以前から通路して使用されており、今回の申請にあたっては、今後

このようなことがないよう注意する旨の始末書が提出されております。 

        ２２番は、太陽光発電事業等を営む法人が所有権を移転し、太陽光

発電所建設に伴う変電施設に転用する申請です。農地区分は、農業公

共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地で、第２種農

地と判断されます。土地の選定にあたっては、太陽光発電所建設計画

の際の九州電力への系統連携の申請にあたり、接続する鉄塔を指定さ

れたため、当該鉄塔の近隣で農地以外の土地を含め代替地を検討され

ましたが、ほかに適当な土地がなく、申請地を選定されたものです。 

        土地利用計画は、申請地１，０９１㎡に変電施設のほか、送電用鉄

塔を建設される計画です。転用面積は適正なものと判断いたします。

資金計画、排水計画に問題は無く、周囲の状況、事業の内容から周辺
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農地への影響もないものと思われます。工事は、許可日から令和５年

９月３０日までを予定されており、許可後、速やかに着手されること

を確認しております。 

        ２３番は、小売業等を営む法人が賃借権を設定し、コンビニエンス

ストアへ転用する申請です。農地区分は、１０ｈａ以上の一団の区域

内にある農地で、第１種農地と判断されますが、今回の申請が周辺地

域において居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設

置されるものであることから、不許可の例外に該当するものと判断い

たします。 

        土地利用計画は、申請地１，４５０㎡に店舗１棟を建設されるほか、

駐車場、緑地帯などとして利用される計画で、転用面積は適正なもの

と判断いたします。資金計画、給排水計画等に問題はなく、事業内容、

周囲の状況から周辺農地への影響もないものと思われます。開発許可

が必要になりますが、事前審査の回答済みで許可の見込みもあるもの

と判断いたします。工事は、令和５年８月３１日完了予定で、許可後、

速やかに着手されることを確認しております。 

        以上４件、先日の地区委員会におきまして現地調査を行い検討した

結果、立地基準、一般基準、いずれも許可基準を満たしており、申請は

妥当であるとの協議結果でございました。ご審議方、よろしくお願い

いたします。 

 

議  長    ただいま２０番から２３番について地元委員よりご報告がございま

したが、この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、申請どおり許可することに決定いたします。 

        続きまして、第４号議案、農地法第１８条第１項の規定に基づく許

可申請１件でございます。それでは、調査委員会よりご報告をお願い

いたします。 

 

調査委員会委員 西冨大二郎委員 

        調査委員の西冨です。 

        １番は、農地法第１８条第１項の許可申請に伴う継続審議案件です。 

        この案件につきましては、賃借人に関し関係機関に確認していると

ころであり、継続審議といたします。 

        以上１件、ご審議方、よろしくお願いいたします。 
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議  長    ただいま調査委員より継続審議とのご報告がございましたが、何か

ご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、継続審議とすることに決定いたします。 

        続きまして、第５号議案及び第６号議案でございます。この件につ

きましては、事務局より内容の説明をお願いします。 

 

事務局     第５号及び第６号議案は関連ですので、併せてご説明をいたします。 

        まず、第５号議案、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画（８号）についてご説明いたします。 

        初めに、所有権移転ですが、明細１５ページの１番から１８ページ

の８番までの合計８件で、公社からの売渡しが６件、公社による買取

りが２件です。面積は８件合わせまして、田２万４６７㎡、畑６，６８

４㎡の合計２万７，１５１㎡で、売買価格は備考欄記載のとおりとな

っております。 

        次に、利用権設定の新規設定分です。明細１８ページの９番から２

４ページの２０番までの合計１２件で、契約期間別では、６年未満が

７件、６年以上１０年未満が１件、１０年以上が４件で、面積は１２

件合わせまして、田４万３，４６７㎡、畑１万２，０７５㎡の合計５万

５，５４２㎡です。権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容は

水稲、麦、大豆、露地野菜、施設野菜です。 

        次に、再設定分です。明細２４ページの２１番から３５ページの４

３番までのうちの合計２３件で、契約期間別では、６年未満が１４件、

６年以上１０年未満が１件、１０年以上が８件で、面積は２３件合わ

せまして、田１０万３，６０８㎡、畑１万８，５３７㎡の合計１２万

２，１４５㎡です。権利の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容は

水稲、飼料作物、果樹、畑作物です。 

        続きまして、第６号議案です。３６ページの表をご覧ください。 

        こちらは農地中間管理機構との貸借の新規設定になります。明細３

７ページの１番から４２ページの１２番までで、契約期間別では、６

年未満が９件、１０年以上が３件で、面積は１２件合わせまして、田

３万１，４０２㎡、畑１，２５５㎡の合計３万２，６５７㎡です。権利

の種類は賃借権及び使用貸借権、利用内容は水稲、畑作物を予定して

おります。うち一括方式の６年未満が５件で、面積は５件合わせまし
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て、田１万５，３２４㎡のみでございます。 

        以上の案件につきましては、先の地区委員会で協議が行われ、全て

の案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たして

いることが確認されております。 

        第５号及び第６号議案の説明につきましては以上です。 

 

議  長    ただいま事務局より内容の説明がございましたとおり、この件につ

きましては各地区委員会での詳細にわたり確認が行われており、全て

の案件が農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の基準に適合してい

るとのことでございます。この件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしということで、計画案どおり承認することに決定いたしま

す。 

        続きまして、第７号議案、引き続き農業経営を行っている旨の証明

願１件でございます。地元委員のご報告にあたりましては、対象農地

の耕作状況など調査結果を踏まえ、協議状況のご報告をお願いいたし

ます。 

        それでは、１番、お願いします。 

 

９番 田上正富委員 

        ９番委員、田上です。 

        １番につきまして、地区委員会での協議状況をご報告いたします。 

        １番は、租税特別措置法第７０条の６第１項の相続税の納税猶予継

続のために必要とする証明の願い出です。願い出人は、果樹を作付さ

れている農家で、対象農地について、引き続き農地として適正な管理、

耕作が行われていることを地元委員が確認しております。 

        以上１件、先日の地区委員会において、証明書の交付については何

ら問題ないものと協議いたしました。ご審議方、よろしくお願いいた

します。 

 

議  長    ただいま１番について地元委員よりご報告がございましたが、この

件について何かご意見ございませんか。 

 

一  同    異議なし。 
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議  長    異議なしということで、願い出どおり証明することに決定いたしま

す。 

        次に、次第５の報告事項です。事務局より説明をお願いいたします。 

 

事務局     議案書のカラーページ、報告事項の一覧をご覧ください。 

        １番から８番までの合計１０２件となっております。件数のみ報告

します。 

        以上です。 

 

議  長    次に、次第６のその他ですが、本日は特に何もございません。 

        それでは、以上で全ての案件が滞りなく終了いたしました。なお、

本総会において議決されました案件について、その条項、字句、その

他整理を要するものについては、会議規則第１８条の規定により、そ

の整理を議長に委任願いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

 

一  同    異議なし。 

 

議  長    異議なしと認めます。 

        よって、本総会において議決された案件の整理については、これを

議長に委任することに決定いたしました。 

 

事務局     ありがとうございました。それでは、これにて閉会いたします。 

 

  閉  会 午後４時０７分 
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会議の顛末、以上のとおり相違ありません。 

 

令和 4年 11 月 8 日 

  

 

議  長   福𠩤 幸一 

 

 

署名委員   真鍋 宣孝 

 

 

 署名委員   田上 泰則 

 

 

 書  記   神山 聡 

 


